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１．調査概要 

調査背景 

世界的に地球温暖化対策、カーボンニュートラル実現のための取り組みが加速する中で、水素は従

来エネルギーの代替エネルギーとしての役割が期待されている。2021 年 10 月から 11 月にかけて、

イギリスのグラスゴーで 26 回目の気候変動枠組条約締約国会議（以下、COP26）が開催され、パリ

協定の具体的なルール交渉や気候変動に関するテーマの議論などが行われた。その結果、197 の国と

地域で世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて 1.5℃に抑えることを努力目標として合意され、

地球温暖化対策を進める意向を示した。また、日本では地球温暖化対策の一環として、「第 6 次エネ

ルギー基本計画」を策定し、2050 年度のカーボンニュートラルを目指して、2030 年までに温室効果

ガスの排出量を 2013 年度比の 46％削減を目指すことを表明した。温室効果ガスを 46％削減するた

めの方法として、再エネ電源の導入などの他に、水素をエネルギー源とした発電、運輸、産業、民政

部門での導入が期待され、様々な取組みが行われている。 

日本国内での水素の普及を目指して、経済産業省や環境省からは脱炭素社会やカーボンニュート

ラルを名目に、運輸部門での CO2 排出削減を目指して、水素ステーションや燃料電池自動車（以下、

FCV）などの普及を促進させる補助金や事業が展開されている。 

 

調査と概要 

水素は、再生可能エネルギーを含め多種多様なエネルギー源から製造し、貯蔵・運搬することがで

き、国内外を問わずあらゆる場所から供給が可能である。このため、海外に遍在する化石燃料に大き

く依存している日本や沖縄県の一次エネルギー供給構造を多様化させるポテンシャルを有する。さ

らに、製造段階で二酸化炭素の回収・貯留（CCS：Carbon dioxide Capture and Storage）技術や再生

可能エネルギーを活用することで、トータルでも脱炭素したエネルギー源とすることが可能である

上、利用段階では水素から高効率で電気・熱を取り出す燃料電池技術と組み合わせることで、運搬、

電力のみならず、産業利用や熱利用、様々な領域での低炭素化が可能となる。こうした水素を日常の

生活や産業活動で大量に利活用する社会を実現し、再生可能エネルギーの更なる導入拡大を後押し

するべく、昨年度、実施した「令和２年度沖縄地域における水素・燃料電池等活用による再エネ普及

拡大に向けた広報事業（水素エネルギー導入可能性調査）」調査により、早期に実現が見込まれる運

輸部門について可能性を見出した。 

本事業では、昨年度の調査結果を踏まえ、沖縄県内で水素を運輸部門で活用するのに欠かせない企

業と協力し、沖縄地域の水素社会実現に向け、沖縄地域の水素ステーション設置の最適地について以

下の調査を実施した。 

 

調査内容 

（１）沖縄地域における水素ステーション候補地の選定調査等 

（２）ＦＣＶ（燃料電池自動車）等導入に向けた方策の提案 

（３）先進地調査 
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実施体制 

 本業務を遂行するため、一般財団法人南西地域産業活性化センター（以下「NIAC」とする。）を中

心に、沖縄地域での水素ステーション設置にむけて中核となる事業者として、沖縄トヨタ自動車株式

会社と株式会社りゅうせき、株式会社沖電工、昭和化学工業株式会社によるワーキンググループ（以

下：WG）を設置し、調査を実施した。 

 

 

 

 

 

 

図 1.1 実施体制図 
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２．国内における水素ステーション設置の状況 

2-1 水素ステーションに関する基礎的な情報 

水素ステーションには通常のガソリンスタンドと酷似しているオフサイト方式とオンサイト方式

があり、それとは別に特定の場所に水素を供給する設備1を搭載した移動式のトラックからなる 3 つ

の供給方式のステーションがある。ステーションとは異なるが、簡易式の水素充填装置もあり、燃料

電池で稼働するフォークリフト（以下、FC フォークリフト）の充填で用いられている実例が多い。 

 それに加え、同じ供給方式を採用している水素ステーションでも水素を輸送し、貯蔵する能力と供

給する能力にも違いがあり、補助金の補助率や交付上限額にも違いが生じる。水素の特性上、20～

45Mpa まで水素を圧縮することで、通常の 1/200～1/450 の体積で輸送することが可能になる。そ

して、液化水素は約 1/800 の体積で水素を輸送、貯蔵することが可能になるため、圧縮水素よりも一

度に多くの水素を「はこぶ・ためる」ことが可能になるがその分エネルギーが必要になる。 

このような水素の特性を踏まえ、供給能力については主に 50Nm³/ｈ以上 300Nm³/ｈ未満の小規

模と 300Nm³/ｈ以上の中規模に分類され、中規模の供給能力でも燃料電池バス（以下、FC バス）へ

の充填に対応しているステーションと対応していないステーションに分類される。 

 また、水素ステーションと言っても様々な形態が存在するため、この節では水素ステーションを

「つくる」、「はこぶ・ためる」、「つかう」の 3 段階に分けて基礎的な情報を整理する。 

 

表 2.1 水素の「つくる」、「はこぶ・ためる」、「つかう」 

つくる はこぶ・ためる つかう（供給） 

・水電解による水素精製 

・食塩電解により副次的に

精製される水素 

・都市ガス等の改質による

水素精製 

・圧縮水素（カードル輸送、

貯蔵） 

・液化水素（ローリー輸送、

貯蔵） 

・燃料電池自動車 

・燃料電池バス 

・燃料電池フォークリフト 

 

2-1-1 オフサイト方式水素ステーション 

オフサイト方式の水素ステーションは、ステーションの外部で製造された水素を調達／購入し、

FCV 向けの水素充填・販売を行うことから、従来のガソリンスタンドと変わらない方式での運営に

なる。つまり、オフサイト方式は「つくる」、「はこぶ・ためる」の過程が分かれている供給方式とな

る。 

 

 

1 水素供給設備は適切な方法で 70MPa の燃料電池自動車に５kg（約 56Nm³）の水素を 3

分程度で充填可能な能力をもつ設備 
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図 2.1 オフサイト式水素ステーション 

 

2-1-2 オンサイト方式水素ステーション 

オンサイト方式は、水素ステーション内で、水素製造、貯蔵を行い、FCV 向けの水素の充填販売

までを行う。オフサイト方式とは違い、水素ステーション内で「つくる」「ためる」「つかう」が完結

するため、水素の輸送が不要になる。また、水素の製造方法は、太陽光発電などの再生可能エネルギ

ーによって発電した電力を用いた電気分解と都市ガスやＬＰガスなどを改質して水素を製造する方

法が主流となっている。 

 

 

図 2.2 オンサイト式水素ステーション 
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2-1-3 移動式水素ステーション 

移動式水素ステーションは、水素を供給できる装置を搭載したトラックに圧縮水素を貯蔵し、決

められた場所で水素充填を行う。つまり、移動式水素ステーションは「はこぶ・ためる・つかう」

の段階で移動することが可能になっている。 

そのため、移動式水素ステーションはトラックの荷台だけで水素の供給設備が完結することか

ら、定置式の水素ステーションを建築するよりも低いコストで水素ステーションを作ることが可能

になる。ただし、どんな場所でも FCV などに水素を充填できるわけではなく、法律などの様々な

条件をクリアし、水素を供給できる土地として決められた場所でしか充填をすることができない。

また、1 台の移動式水素ステーションで複数箇所を充填の拠点としている場合は、曜日ごとによっ

て充填場所が異なり、限られたタイミングでしか水素を充填することができないなどの使い勝手の

悪さもある。 

 

図 2.3 移動式水素ステーション 

 

2-2 全国の水素ステーションの実例 

続いて本節では、前節でまとめた水素ステーションの供給方式に基づく全国の水素ステーション

の実例をまとめる。 

 

2-2-1 全国のオフサイト水素ステーションの実例 

 はじめに、オフサイト方式の実例を整理する。オフサイト方式の水素ステーションには、約 20～

45Mpa まで圧縮された水素をカードルで輸送し、ステーションに設置する方法と液化水素をローリ

ーで輸送し、タンクに貯蔵する方法がある。ここでは、第 1 回の先進地調査を実施した富山県の実例

と第 2 回の先進地調査の予定地だった山口県の実例、そして珍しい実例として、東京都と愛知県にあ

るコンビニ併設型の水素ステーションについてまとめる。 

 富山県の場合、県内にある苛性ソーダ工場から副生水素を抽出し、株式会社北酸高圧瓦斯で加工、

カードルへの充填を行い、「水素ステーションとやま」へと運んでいる。（表 2.2 参照） 
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表 2.2 富山水素エネルギー促進協議 

つくる ためる・はこぶ つかう（供給） 

苛性ソーダ工場からの副生

水素（日本曹達株式会社） 

・水素の精製（不純物を取

り除き、水素の純度を上げ

る） 

・カードルへの水素充填 

・水素ステーションへの輸

送 

・「水素ステーションとや

ま」 

で FCV 等への水素充填 

・伏木海陸運送株式会社に

て、FC フォークリフトで水

素利用 

 

続いて、山口県では環境省の実証事業2を活用し、県内にある苛性ソーダ工場からの副生水素を抽

出し、山口リキッドハイドロジェン株式会社が液化水素に加工し、ローリーで「イワタニ水素ステー

ション山口周南」と下関市にある簡易型水素充填設備に液化水素を供給している。 

 

表 2.3 苛性ソーダ由来未利用な高純度副生水素を活用した地産地消・地域間連携モデル 

つくる ためる・はこぶ つかう 

苛性ソーダ工場からの副生

水素（㈱トクヤマ） 

・水素の純度を上げる 

・水素ガスから液化水素製造 

・水素ステーション等への輸

送（山口リキッドハイドロジ

ェン株式会社） 

・「イワタニ水素ステーショ

ン山口周南」で FCV 等への

水素充填 

・簡易型水素充填設備（山口

県下関市） 

 

 最後に、コンビニ併設型の水素ステーションを紹介する。コンビニ併設型の水素ステーションは岩

谷産業株式会社と株式会社セブン-イレブン・ジャパンによって、全国で 2 箇所、東京都と愛知県で

営業している。両店舗とも液化水素を使って、オフサイト方式で運営を行っている。 

 

表 2.4 イワタニ水素ステーション 東京池上 

ステーション名称 イワタニ水素ステーション 東京池上 

供給方式・供給能力 オフサイト方式・300Nm³/ｈ以上 

所在地 東京都大田区池上 8-16-5 

事業者 岩谷産業株式会社 

営業日・営業時間 月～水、金～日：9:00～17:00（年末年始除く） 

備考 セブンイレブン大田区池上 8 丁目店併設 

出典：一般財団法人次世代自動車振興センターより 

 

2 環境省地域連携・低炭素水素技術実証事業「苛性ソーダ由来の未利用な高純度副生水素

を活用した地産地消・地域関連係モデルの構築」 
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図 2.4 イワタニ水素ステーション東京池上 

（© 岩谷産業株式会社） 

 

表 2.5 イワタニ水素ステーション 愛知刈谷 

ステーション名称 イワタニ水素ステーション 愛知刈谷 

供給方式・供給能力 オフサイト方式・300Nm³/ｈ以上 

所在地 愛知県刈谷市-里山町深田 3-3 

事業者 岩谷産業株式会社 

営業日・営業時間 月～水、金～日：9:00～21:00 

備考 セブンイレブン刈谷-里山町店 併設 

出典：一般財団法人次世代自動車振興センターより 

 

 

図 2.5 イワタニ水素ステーション愛知刈谷 

（©岩谷産業株式会社） 
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2-2-2 全国のオンサイト方式水素ステーションの実例 

 次に、オンサイト方式の実例をまとめる。オンサイト方式の水素ステーションは、ステーション内

で水素の製造から貯蔵を行い、FCV などへ供給する。オンサイト方式の水素製造方法は主に２つあ

り、1 つは水電解であり、太陽光発電の再生可能エネルギー等の電気を用いて水素を製造する。また、

もう 1 つは、天然ガスやＬＰガスなどを改質することにより、水素を製造する。ここでも、第 1 回の

先進地調査先である富山県の実例と第 2 回先進地調査の予定地であった大阪の実例を整理する。 

 富山県には、先述した水素ステーションとは別にオンサイト方式の水素ステーションがあり、株式

会社東芝の H2one という機器を導入して水素ステーションとしている。詳しくは６章で記述するが、

太陽光発電の再生可能エネルギーを用いて、水電解から CO₂を排出せずに製造されるグリーン水素

を燃料電池自動車などに充填可能な設備を整えている。 

 

 

図 2.6 再エネ水素ステーション（H₂One ST） 

出典：一般財団法人富山水素エネルギー促進協議会 HP より 

 

 続いて、大阪に北大阪水素ステーションを紹介する。北大阪水素ステーションも第 2 回の先進地

調査の視察予定地であるため詳しくは第６章で記述するが、富山県の実例とは異なり、都市ガスを

改質することで水素を製造し、供給している。しかし、再生可能エネルギーを用いた場合と異なり、

天然ガスから改質をする際に CO₂が排出されるため、グレー水素に分類される。 

 

2-2-3 全国の移動式水素ステーションの実例 

続いて、移動式水素ステーションについてまとめる。移動式水素ステーションは移動が可能とはい

え、全国各地どこでも移動できるわけではなく、水素の充填場所は決められている。そのため 1 台の

移動式水素ステーションで、1 カ所でしか水素充填を行っていないステーションがあり、複数箇所で

充填を行っても 1 台につき２，３カ所でしか充填を行っていない。また、複数箇所で水素充填を行っ

ていても同じ都道府県内に留まるのが主流だが、異なる都道府県で水素の充填を実施している例も

いくつか存在するため、本節でまとめる。 
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 異なる都道府県で水素を充填している移動式水素ステーションとしては、ENEOS 株式会社が事

業者となっている「東京板橋水素ステーション」と「相模原南水素ステーション」があり、東京都

と神奈川県の 2 箇所を運営場所としている。複数箇所での運営になるため、営業日と営業時間がか

なり限られていることから、利用する際は事前連絡が必要になってくる。このような移動式水素ス

テーションは複数あるが、主に関東圏を中心に点在している。 

 

表 2.6ENEOS 移動式水素ステーション事例 

ステーション名称 ①東京板橋水素ステーション 

②相模原南水素ステーション 

供給方式・水素供給能力 移動式・100Nm³/以上 300Nm³/ｈ未満 

所在地 ①東京都板橋区舟渡 1-1-5 

②神奈川県相模原市南区麻溝台 2317-1 

事業者 ENEOS 株式会社 

営業時間 ①火曜、木曜、金曜：11:30～13:30（祝日は定休日） 

②水曜：12:30～14:30（祝日は定休日） 

出典：一般財団法人次世代自動車振興センターより 

 

 移動式水素ステーションに水素を供給する場所と燃料電池自動車などへ水素を充填する場所で

県境をまたぐ実例として、第 2 回の先進地調査の予定地であった大阪ガス株式会社がマザー＆ドー

ター方式として、大阪府にある「北大阪水素ステーション」と京都府にある「上鳥羽水素ステーシ

ョン」で実施している。詳しくは第６章で述べているが、「北大阪水素ステーション」のガス改質機

で製造した水素を移動式水素ステーションに供給し、その移動式水素ステーションが京都府の「上

鳥羽水素ステーション」で燃料電池自動車へと水素を充填している。 

 

2-2-4 全国のその他の水素充填方式の実例 

本章ではこれまで、オンサイト方式、オフサイト方式、移動式の水素ステーションをまとめたが、

同じ水素ステーションでも FC バスに対応しているステーションがある。また、水素ステーション

ではないが燃料電池を搭載した乗り物に水素を供給することが可能な設備も存在していることか

ら、本節ではそれらについてまとめる。 

 FC バス対応の水素ステーションは、水素ステーション整備事業費補助金によると、FC バス対応

の設備は適切な方法で 70MPa の FC バスに 15kg（約 167Nm³）の水素を 10 分程度で充填可能な

能力をもつ設備とされている。全国的にも FC バス対応ステーションとして補助金が導入されてい

る例は少なく、東京都を中心に埼玉県と愛知県だけで 8 箇所3しかない。 

 また、水素ステーションとしての設備とはことなるが、水素を充填するための簡易充填装置もあ

 

3 一般社団法人次世代自動車振興センターより、2022 年 1 月現在 
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る。簡易水素充填装置は差圧での充填ができるため、FCV に充填するために水素を事前に圧縮する

必要がない。このため、高圧ガス保安の資格も不要となるため、FC フォークリフトの運用場所で

となる倉庫などに設置されている事例が多い。今回、先進地調査を実施した富山県の伏木海陸運送

株式会社の倉庫で使用されているなど、様々な形で導入が進んでいるため、燃料電池自動車と共に

FC フォークリフトが普及する可能性が考えられる。 
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3．水素ステーションに係る法規制の整理 

水素をエネルギーとして利用する場合、水素エネルギーに特化した法律が体系的に整備され

ていないため、既存のガス事業や高圧ガスの取り扱い等に係る様々な法規に留意する必要があ

る。そこで、本調査報告では、これまでの規制改革の実施状況から、現時点において留意しなけ

ればならない主な法規制について、製造、貯蔵・輸送、供給、利用の 4 フェーズにて「環境省：

水素サプライチェーン事業化に関する調査・報告書」、「沖縄県 HP：騒音のしおり」より抜粋し

て記載する。 

 

3-1 関連法規制  

特に留意すべき主な法規制や許認可手続きについて、製造、貯蔵・輸送、供給、利用の４つの

サプライチェーン毎に図 3.1 に整理した。また、規制対応事例については、参考資料にとりまと

めた。なお、規制については、都道府県及び自治体によって解釈が異なることに留意する必要が

ある。 

 

図 3.1 サプライチェーン別の主な法規制の概要 

出典：環境省「令和 3 年度水素サプライチェーン事業化に関する調査・報告書」より抜粋 
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3-1-1 届出の提出 

高圧ガス保安法第 2 条では、高圧ガスとは「常温にて 1MPa 以上となる圧縮ガス」と定義し、

第一種ガスを「ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭

素、空気、フルオロカーボン（可燃性のものを除く）」、「第二種ガス」を「第一種以外のガス」

と分類しているため、水素は「第二種ガス」に該当する。また、高圧ガス保安法第 5 条では、水

素の製造設備及び貯蔵設備の処理能力応じて、各都道府県への手続きが異なるため、表 3.1、表

3.2 に整理した。 

1）第二種ガス製造の 1 日の処理能力（0℃、0Pa に換算した 1 日に処理できるガスの容量）が、

100m³以上の場合、第一種製造者となり、都道府県知事許可を受ける必要がある。 

2）第二種ガス製造の 1 日の処理能力（0℃、0Pa に換算した 1 日に処理できるガスの容量）が、

100m³未満の場合、第二種製造者となり、都道府県知事に届け出を行う必要がある。 

3)第一種ガスと第二種ガスの両方存在する場合は、1 日の生産量を計算し、合算生産能力が「100

＋2/3×第一種ガス生産量の合計値」を超過する場合、第一種製造者となり、都道府県知事許

可を受ける必要がある。超過しない場合、第二種製造者となり、都道府県知事に届け出を行

う必要がある。 

貯蔵についても、同様の考え方である。 

1）第二種ガス貯蔵設備の 1 日の処理能力（0℃、0Pa に換算した 1 日に処理できるガスの容量）

が、1,000m³以上の場合、第一種貯蔵所となり、都道府県知事許可を受ける必要がある。 

2）第二種ガス貯蔵設備の 1 日の処理能力（0℃、0Pa に換算した 1 日に処理できるガスの容量）

が、300Nm³～1,000Nm³未満の場合、第二種貯蔵所となり、都道府県知事に届け出を行う必

要がある。 

3）第二種ガス貯蔵設備の 1 日の処理能力（0℃、0Pa に換算した 1 日に処理できるガスの容量）

が、300Nm³未満の場合、許可及び届出は不要である。4)第一種ガスと第二種ガスの両方存在

する場合は、1 日の生産量を計算し、合算生産能力が「1,000＋2/3×第一種貯蔵所の容量の合

計値」を超過する場合、第一種貯蔵所となり、都道府県知事許可を受ける必要がある。超過

しない場合、第二種貯蔵所となり、都道府県知事に届け出を行う必要がある。 
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表 3.1 高圧ガス保安法における事務所の分類及び対応内容（製造） 

 

出典：環境省「令和 3 年度水素サプライチェーン事業化に関する調査・報告書」より抜粋 

 

表 3.2 高圧ガス保安法における事務所の分類及び対応内容（製造） 

 

出典：環境省「令和 3 年度水素サプライチェーン事業化に関する調査・報告書」より抜粋 
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3-1-2 施設の設置制限 

石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省

令の第３条では、製造施設地区、貯蔵施設地区、入出荷施設地区、用役施設地区、事務管理

施設地区又はその他施設地区を区分するように規定されている。また、同省令第 11 条では、

製造施設地区及び貯蔵施設地区の面積に応じて特定通路を挟むよう規定している（表3.3）。 

 

表 3.3 

石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令 

 

出典：環境省「令和 3 年度水素サプライチェーン事業化に関する調査・報告書」より抜粋 
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3-1-3 換気対策 

一般高圧ガス保安規則第 6 条 1 項第 9 号では、水素の製造設備、貯蔵容器、消費設備を設置

する室において、水素が漏えいした場合に滞留しないような構造とするよう、記載されている

（図 3.2）。 

 

図 3.2 水素ガス関連設備の設置に関する規定 

出典：環境省「令和 3 年度水素サプライチェーン事業化に関する調査・報告書」より抜粋 

 

労働安全衛生規則においても、水素ガスの取扱いに関する規制があり、表 3.4 に示す。 

 

表 3.4 労働安全衛生規則における取扱い

 

出典：環境省「令和 3 年度水素サプライチェーン事業化に関する調査・報告書」より抜粋 
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3-1-4 充填容器基準 

一般高圧ガス保安規則では、貯蔵容器の保管方法では、容器の温度や設置箇所について記載

されている。また、容器と火器設備を 2m 以内に設置する場合の措置が提示されている。 

 

 

図 3.5 一般高圧ガス保安規則における容器置場及び充塡容器等の技術基準 

出典：環境省「令和 3 年度水素サプライチェーン事業化に関する調査・報告書」より抜粋 

 

3-1-5 改質器設置における届出及び測定 

水素製造用及び燃料電池用改質器をガス発生炉とみなされるため、大気汚染防止法施行規則

第 9 条に示すように所管自治体の届出、及び同規則第 15 条では定期的に、ばい煙及び NOx の

測定が義務付けられている。大気汚染防止法施行規則における設備の区分及び測定頻度を表

3.5 表 3.6 に示す。 
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表 3.5 ばい煙量及びばい煙濃度の測定頻度 

 

出典：環境省「令和 3 年度水素サプライチェーン事業化に関する調査・報告書」より抜粋 

 

表 3.6 窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定 
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出典：環境省「令和 3 年度水素サプライチェーン事業化に関する調査・報告書」より抜粋 

 

3-1-6 騒音及び振動規制における届出 

騒音規制法及び振動規制法では、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい音、振動

を発生する施設として特定施設が定められている。水素サプライチェーン事業では、原動機の

定格出力が 7.5kw 以上の空気圧縮機及び送風機が特定施設として該当する可能性があるため、

該当設備を導入している場合、発生する騒音値の如何に係わらず、所管自治体に申請が必要と

なる。また、自治体毎に、騒音の規制値が異なるため、各自治体の数値を確認する必要があ

る。参考として、表 3.7 に沖縄県内町村区域における騒音の規制基準を示す。 

 

表 3.7 沖縄県内町村区域における基準              （単位：デシベル） 

 

出典：沖縄県 HP「騒音のしおりより抜粋」 
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表 3.8 特定建設作業に係る騒音の規制基準 

 

出典：沖縄県 HP「騒音のしおりより抜粋」 

 

3-1-7 トンネルにおける車両走行制限 

道路法第 46 条 3 項では、水底トンネル等にて爆発性または昇燃性等を有する危険物を積載

する車両の通行を禁止または制限している（表 3.9）が、沖縄地域において、通行が規制され

ている推定トンネルは無い。 

 

表 3.9 道路法における車両通行に関する規制 

 
出典：環境省「令和 3 年度水素サプライチェーン事業化に関する調査・報告書」より抜粋 
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3-1-8 事業所外の配管の設置に係る規制 

ガス事業法第 107 及びガス事業法施行規則第百六十八条では、500 メートルを超える配管を

構外に設置する際に、ガス主任技術選任に関する規制が示されている。（表 3.10、表 3.11）。 

 

表 3.10 ガス事業法及びガス事業法施行規則における配管に関する規制 

 

出典：環境省「令和 3 年度水素サプライチェーン事業化に関する調査・報告書」より抜粋 

 

3-1-9 水素ステーションにおける高圧ガス保安法に係る規制 

水素ステーションの技術基準は、基本的に高圧ガス製造事業所に準拠しているが、一般の消

費者が利用するため、技術的な基準が追加されており、特に留意すべき規制を表 3.11 に整理し

た。なお、常用圧力が 40MPa 以下の場合、隔離距離の規制は 6m 以上である 
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表 3.11 水素ステーションにおける高圧ガス保安法の規制内容 

 

出典：環境省「令和 3 年度水素サプライチェーン事業化に関する調査・報告書」より抜粋 

 

3-1-10 水素ステーション設置可否 

建築基準法及び同法施行令により、水素ステーションの設置ができる地域と水素ステーショ

ン内で貯蔵できる可燃性ガスの量に制限があったが、法令改正（平成 26 年法律第 54 号、平成

26 年政令第 232 号）により規制が表 25 の通りに緩和された。なお、法規等該当箇所は、建築

基準法第 27 条、第 48 条、第 49 条及び別表第 2 条、並びに建築基準法施行令第 116 条、130

条の 9 及び 130 条の 9 の 7 である。 
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表 3.12 圧縮ガスの貯蔵量に関する制限 

 

出典：環境省「令和 3 年度水素サプライチェーン事業化に関する調査・報告書」より抜粋 

 

※法令改正（平成 26 年法律第 54 号、平成 26 年政令第 232 号）により規制が緩和され、第

二種中高層住居専用地域から準工業地域までの用途地域内において、圧縮ガス又は液化ガス

を燃料電池又は内燃機関の燃料として用いる自動車にこれらのガスを充塡するための設備（安

全上及び防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合すものに限る。）によ

り圧縮ガス及び液化ガスを貯蔵又は処理する建築物について、建築することができることと

なった。ただし、管轄の特定行政庁と協議が必要である 
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※危険物の規制に関する規則第 27 条 5 項 7 号で一定の措置を講じた場合又は給油空地が軽油

のみを取り扱う固定給油設備のうちホース機器の周囲に保有する空地である場合は、圧縮水

素スタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地に設置することができると規定。 

 

表 3.14 水素ステーションにおける設備基準（2／2） 

 

出典：環境省「令和 3 年度水素サプライチェーン事業化に関する調査・報告書」より抜粋 

 

表 3.15 一般高圧ガス保安規則に関する規制 

 

出典：環境省「令和 3 年度水素サプライチェーン事業化に関する調査・報告書」より抜粋 

3-1-11 水素エネルギーを取り扱うために必要な資格 

 トクヤマの事前回答でも触れているが、水素を１Mpa 以上の圧力で取り扱う場合に「高圧

ガス保安主任」の資格が必要になる。また、水素を工場外に 500m を超える配管で輸送する

場合、「ガス主任技術者」の資格が必要になる。 
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４．補助金制度の概要 

４-1 燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業補助金（燃料電池自動車

用水素供給設備設置補助金） 

【事業名】 

燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業補助金（燃料電池自動車用水素供

給設備設置補助金） 

 

【事業概要】 

FCV の普及に不可欠な水素ステーションの整備を進めるため、水素ステーションの整備者に対し

当該整備費用の一部を補助する。 

また、FCV の普及拡大や新規事業者の水素供給ビジネスへの参入促進を図るため、水素ステーシ

ョンを活用した普及啓発活動や FCV ユーザーの情報の収集・共有等、FCV の需要を喚起するための

活動に必要な費用の一部を補助する。 

 

【補助対象】 

FCV に燃料として、水素を供給するために必要な設備（新設の設備であること）の整備費用の一

部を補助するもの。 

 

【補助事業実施における注意事項一部抜粋】 

4 大都市（東京、愛知、大阪、福岡）を中心とした地域以外の地域に設置する場合、燃料電池自動

車の普及台数が、当該自治対において少なくとも 10 台程度あること（補助事業完了から 1 年以内）。 
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表 4.1 補助金の補助率、交付上限額 

 

 
出典：一般財団法人次世代自動車振興センターHP より抜粋 

 

4-1-2 燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業補助金（燃料電池自

動車新規需要創出活動補助金） 

【事業概要】 

燃料電池に水素を供給する設備の整備を進めることにより、燃料電池自動車の普及による早期の

自立的な市場を確立し、内外の経済的社会的環境に応じた安定且つ適切なエネルギー需給構造の構

築に資するとともに、関連産業の振興や雇用創出を図る。 

 





28 

 

いる。補助額の上限は 3,500 万円4で、定置式ステーションが設置されていない市町村に新たに

整備する場合は 4,200 万円が上限額となっている。 

 愛知県が水素ステーション導入のために実施している補助金として、愛知県水素ステーショ

ン整備費補助金がある。愛知県が実施している整備費補助金は、一般社団法人次世代自動車振興

センターからの補助金の重複を認めており、重複して活用しやすいように、補助率や補助の上限

額は一般社団法人次世代自動車振興センターと同じように供給方式や水素の供給能力の項目に

合わせて異なるように設定されている。 

表 4.3 愛知県水素ステーション整備費補助金 補助率、補助上限額一覧 

 

出典：愛知県水素ステーション整備費補助金要綱より抜粋 

 

5．沖縄地域での FCV（燃料電池自動車）等の導入に向けた方策 

FCV 等の水素をエネルギー源とする需要設備導入に向けた方策を提案するため、全国の事例を整

理し、沖縄県への導入の可能性を調査した。 

 

 

4 補助額の算出方法は、補助対象経費に 5 分の 4 を乗じた金額から経済産業省補助金交付

額を差し引いた金額又は 3,500 万円のうちのいずれか低い額 
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5-1 補助金の活用（国補助金） 

 本節では、国が実施する車両に対する補助金の取りまとめを行う。 

 

5-1-1 自動車環境総合改善対策費補助金（地域交通のグリーン化に向けた次世代自動車普及促

進事業） 

 国土交通省が地方自治体、運送事業者等を対象に燃料電池タクシー、電気バス、プライグインハイ

ブリッドバス等、充電設備等の導入支援を実施している。車両に対して、車両本体価格の 1/3 の補

助、電気自動車用充電設備等に 1/3（工事費は実額（上限あり））の補助を実施している。 

 

5-1-2 クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金（CEV 補助金） 

【補助対象】 

電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車の購入費の一部 

【補助対象者】 

個人、法人、地方公共団体等が購入する車両で、初度登録の自家用の車両を対象としている。令和

3 年度当初事業を含め、国が実施する他の補助金と重複して補助金交付申請はできないが、地方公共

団体による補助金制度とは重複して申請が可能である。 

リース契約についても申請可能だが、令和 3 年度当初事業同様、所有者であるリース会社が行い、

補助金もリース会社に交付される。ただし、補助金相当額が車両のリース料金を支払う使用者の月々

のリース料金に還元されることが条件となり、関連書類も申請時に提出する必要あり。 
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【具体的な補助対象車両】 

表 5.1 燃料電池自動車の補助対象車車両 

 

出典：一般財団法人次世代自動車振興センターHP より抜粋 

 

【補助上限額】 

・電気自動車（軽自動車を除く）：上限 65 万円 

・軽電気自動車：上限 45 万円 

・プラグインハイブリッド車：上限 45 万円 

・燃料電池自動車：上限 230 万円 

・超小型モビリティ；定額 25 万円（個人）、定額 35 万円（サービスユース） 

 

※下記、条件 A 又は B を満たす車両の場合は、補助上限額が異なる。 

《条件》 

A．車載コンセント（1500W/AC100V）から電力を取り出せる給電機能がある車両 

B．外部給電器や V2H 充放電設備を経由して電力を取り出すことができる車両 

・電気自動車（軽自動車を除く）：上限 85 万円 

・軽電気自動車：上限 55 万円 

・プラグインハイブリッド車：上限 55 万円 

・燃料電池自動車：上限 255 万円 

・超小型モビリティ；定額 35 万円（個人）、定額 45 万円（サービスユース） 

 

【災害時等における協力】 

電気自動車や燃料電池自動車等は外部給電機能を備えている場合、災害時には非常用電源として

活用することができ、地域で災害等が生じた場合、可能な範囲で給電活動等に御協力いただく可能

性がある。 
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5-1-2 地方自治体の燃料電池自動車に対する補助金について 

自治体によりさまざまな補助金制度があり、国の補助金との併用も可能となっており、留意点とし

て、申請条件や申請受付期間が自治体ごとに異なる。全国的な傾向として環境に配慮した車を対象と

した補助金が増えており、そのうち FCV 対象は、47 都道府県中 12 都府県（令和３年度）が FCV に

対して 50 万円～110 万円、市区町村単位では、61 市区町村が 2～50 万円の補助金を給付している。 

 

表 5.2 令和３年度都道府県が実施する燃料電池自動車対象補助金 

都道府県 上限額（万円） 備考 

宮城県 104 MIRAI ZBA-JPD10 上限 101 万円/台 

MIRAI 2020 年 12 月発売 ZBA-JPD20  上限 57.6 万円/台 

CLARITY FUEL CELL ZBA-ZC4 上限 104 万円/台 

福島県 100 補助対象経費と募集要項で定める基準額の差額の３分の１（上限

１００万円） 

※トヨタ自動車新型 MIRAI の補助上限額 576 千円 

東京都 110 環境省補助を受けない場合：助成金額 110 万円 

環境省補助を受ける場合：助成金額 135 万円 

※環境省補助事業：令和 3 年 11 月 8 日到着分をもって受付終了 

神奈川県 70 補助対象経費に３分の１を乗じた額以内とし、外部給電器を経由

して又は車載コンセント（1500W/100V）から電力を取り出す機

能を有する車両の場合は、補助上限額を 70 万円とし、それ以外

は 69 万円とする。 

栃木県 100 国（次世代自動車振興センター）が行う「クリーンエネルギー自

動車導入事業費補助金」の交付対象となる燃料電池自動車 

国補助金の 1/2 以内、上限 100 万円 

福井県 100 経済産業省補助金交付額の２分の１以内かつ上限額１００万円 

愛知県 60 【燃料電池自動車（乗用車）】600 千円（定額） 

滋賀県 100 次世代自動車と V2H の同時設置（次世代自動車は電気自動車、

プラグインハイブリッド自動車または燃料電池自動車） 

京都府 － 現在 HP 削除 

兵庫県 100 市町が補助する額の 1/2（100 万円が限度）を県が負担 

FEV・FCV：100 万円  

燃料電池タクシー：50 万円 

燃料電池バス：1000 万円 

岡山県 － 現在 HP 削除 

徳島県 100 燃料電池自動車の購入価格と標準車両購入額の差額の 1/3 以内 

（ただし 1 台当たり 100 万円を上限） 
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※新車の購入に限る。 

出典：一般社団法人次世代自動車振興センター「全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置」より 

 

 

表 5.3 令和３年度市区町村が実施する燃料電池自動車対象補助金 

市区町村 上限額（万円） 備考 

札幌市 50 燃料電池自動車（FCV）の購入を支援 

国等が示す一般車両との価格差から国補助額を差し引いた残額

の 2 分の 1 を補助（上限 50 万円） 

さいたま市 50 燃料電池自動車（FCV）の購入を支援 

戸田市 50 燃料電池自動車（FCV）の購入を支援 

川□市 50 燃料電池自動車（FCV）の購入を支援 

軽井沢町 30 燃料電池自動車（FCV）の購入を支援 

豊橋市 20 燃料電池自動車（FCV）の購入を支援 

刈谷市 50 燃料電池自動車（FCV）の購入を支援 

（個人）1 台につき最大 50 万円 

（事業者）1 台につき最大 40 万円 

姫路市 100 次世代自動車と V2H の同時設置（次世代自動車は電気自動

車、プラグインハイブリッド自動車または燃料電池自動車） 

 － 現在 HP 削除（後日追記） 

 100 市町が補助する額の 1/2（100 万円が限度）を県が負担 

FEV・FCV：100 万円  

燃料電池タクシー：50 万円 

燃料電池バス：1000 万円 

 － 現在 HP 削除（後日追記） 

 100 燃料電池自動車の購入価格と標準車両購入額の差額の 1/3 以内 

（ただし 1 台当たり 100 万円を上限） 

※新車の購入に限る。 

出典：一般社団法人次世代自動車振興センター「全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置」より一

部抜粋 
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5-2 税制上の優遇措置制度 

5-2-1 自動車重量税の軽減措置（エコカー減税） 

エコカー減税は、国土交通省が定める排出ガスと燃費基準を満たした新車の「自動車重量税」が軽

減される制度であり、減税率は各車種の燃費性能により異なる。 

燃料電池自動車に対しては、電気自動車（EV）に同じく初回車検時、２回目車検時共に 100％減税

となる。 

 

5-2-2 環境性能割（令和元年 10 月 1 日導入）の軽減措置 

 2019 年 9 月末に車両購入時の税である「自動車取得税」（登録車は 3%、軽自動車は 2%）が廃止

され、「環境性能割」（燃費性能に応じて、登録車は 0～3%、軽自動車は 0～2%）が導入された。 

 燃料電池自動車に対しては、電気自動車（EV）と同じく非課税となる。 

 

5-2-3 自動車税の軽減措置（グリーン化特例） 

「グリーン化特例」は排気量に応じて課税される「自動車税」「軽自動車税」に対して適用される

特例で、2021 年 4 月～2023 年 3 月 31 日に新車の新規登録を行った場合、取得した翌年度の自動車

税に適用される。燃料電池自動車に対しては、電気自動車（EV）に同じく概ね 75％軽減となる。 

 

5-2-4 地方自治体の税制特例措置 

 全国で 3 都県が FCV を対象にした税制特例措置を実施しており、東京都、神奈川県、愛知県は、

初回新規登録を受けたものに対して、初回新規登録時の自動車税種別割及び翌年度から５年度分の

自動車税種別割を課税の免除を行っている。 

 

5-2-5 福井県 池田町の事例 

福井県池田町内にお住まいで、引き続き町内に居住する見込みの方で下記の条件を満たす方が支

援を受けることが可能。 

・申請日において中学生以下のお子さんを養育している保護者の方 

・町税等に滞納がない保護者の方 

・エコカー減税対象車を自家用車として取得した保護者の方エコカー減税対象車 3 年間(税金免除） 

 購入したエコカーの自動車税もしくは軽自動車税と同額を「いけだ応援券」で支援 

1 世帯につき 1 台に限り 

 

5-3 融資制度 

各地域の地方自治体では、地元の中小企業や個人事業主の方が、低利率で銀行から融資が受けられ

るように各種の「あっせん融資制度」が整備されており多くの地方自治体で、低公害車の枠で燃料電

池自動車に対する融資が可能である。 
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5-4 カーシェア補助金 

東京都では、令和 3 年４月１日以降にカーシェア・レンタカーに事業で EV・PHV・FCV を初度登

録された（登録から１年以内）事業者又はレンタカー事業者を対象に、EV・PHV 上限額 60 万円、

FCV 上限額 200 万円の補助金制度を実施している。 

 

5-5 沖縄トヨタ自動車での取り組み 

 沖縄地域での FCV の導入に向けて、沖縄トヨタ自動車株式会社が考える。リース等の活用による、

FCV 普及の方策 

・リース  ：金利調整や残価率の調整で月々の支払いを下げ、買い求め易くする 

・イベント（試乗会等）：社内イベントやサンエーパルコシティ内アンテナショップでの車両展示 

・その他  ：NAHA マラソンや宮古島トライアスロン等のスポーツイベントでの 

    先導車として活用し、多くの県民の目に止まるような露出をしていく 

 

5-6 沖縄地域での導入に向けた方策 

沖縄地域での FCV の導入に向けた方策を以下に示す。 

・沖縄県市町村での補助金制度の創出 

・自動車税に対する、税制特例措置の創出 

・自治体の公用車としての導入 

・県内企業への社用車としての導入 

・公共施設への災害時の発電機としての導入 

 

6．水素利活用先進地調査 

6-1 第 1 回先進地調査（東京都‐富山県） 

スケジュール：令和 3 年 11 月２４～２６日（2 泊３日） 

調査先： 

・FC バス利用 

利用駅：WATERS takeshiba → 東京駅」（13：10 - 13：38） 

 

・一般社団法人 富山水素エネルギー促進協議会 

所在地：富山県富山市本町 11 番 5 号（株式会社 北酸） 

 

・水素ステーションとやま 

所在地：富山県富山市上冨居 1 丁目 3 番 69 号 

 

・再エネ水素ステーション（H₂One ST） 

所在地：富山県富山市栗山 637（富山市環境センター 内） 



35 

 

 

・北酸高圧瓦斯株式会社 

所在地：富山県高岡市開発町 740（本社、高岡工場） 

 

・伏木海陸運送株式会社 第１ＣＦＳ上屋 

所在地： 富山県高岡市石丸７０５－４ 

 

7．沖縄地域における水素ステーション設置に係る最適地調査まとめ 

7-1 沖縄地域における水素ステーション設置候補地 

水素ステーション設置については条件等を含め様々なクリアすべき規制があるため、その適合性

も含め、沖縄地域内から複数の候補地を選定すること。 

 

7-1-1 水素ステーション設置に係る条件 

沖縄地域での水素ステーション設置に係る条件として、水素ステーション設置・運用に対して非常

に莫大な資金が必要である。また、水素ステーション設置完了後も水素の販売により水素ステーショ

ン運営費を上回ることは困難であり、向こう数年でのビジネスモデルとしての水素ステーション設

置は考えにくい。よって、沖縄地域での水素ステーション設置にあたって、ビジネスモデルとしてで

はなく、カーボンニュートラル等の環境への観点で設置が好ましい。 

しかし、カーボンニュートラルに貢献する水素ステーションを目指す上で、再生可能エネルギー

100％での水素製造または、副生水素を利用した運用でなければない。しかしながら、低コストで考

えられる水素ステーションについては、カーボンニュートラル等への貢献をあまり考慮していない

ことがほとんどである。 

従って、沖縄地域での水素ステーション設置に向けて、官民一体での今後の水素ステーションの方

向性について協議する必要があると考える。 
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7-1-2 地勢的観点 

沖縄地域は、島しょ地域であり日本本土と異なり、

隣り合う県が海を隔てており、電力融通や物資、エネ

ルギー原料の輸送などの面で不利な状況下にある。ま

た、台風等の災害も多く、環境保全やレジリエンスの

面からエネルギー自給率の向上が求められており、再

生可能エネルギーへの期待が高い地域である。 

 沖縄本島は、南北に長いため将来的な FCV 普及を

考慮すると少なくとも北部、中部、南部にそれぞれ 1

箇所が必要であると考えられる。 

しかし、北部地域については、沖縄県人口（離島を

含む）の 8.8％5であり、中部、南部（沖縄県人口の

85.5％）を優先して水素ステーション設置が求められ

る。 

図 7.1 沖縄地域イメージ      

7-1-3 候補地 

・那覇空港近郊（シャトルバス運用） 

那覇空港を拠点にして、運行しているシャトルバス

を FC バスでの運用が考えられる。空港設備と合わ

せて運営することで、単独での水素ステーションに

比べ費用を削減することが可能である。ＦＣバスで

あれば、水素利用量が一定で充填時間についてもス

ケジュール管理することができ、自家用車向けのス

テーションに比べステーション運営面で有利であ

る。 

また、シャトルバス利用については、観光客の利用

が多いため、沖縄県の取組としての広報啓発にもつ

ながる。 

 さらに、空港内でのフォークリフト等の利用も可

能である。港湾施設等もフォークリフト等の活用が

見込まれ、かつ 35MPa での充填となるため、簡易

な充填設備での運用が可能となる。 

図 7.2 那覇空港シャトルバス路線図    

出典：㈱北部観光バス HP より抜粋      

 

5 令和 2 年度国勢調査 
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・うるま市（昭和化学工業株式会社近郊） 

沖縄県内で水素が発生している設備として、うるま市を拠点とする、昭和化学工業株式会社がある。昭

和化学工業株式会社では、苛性ソーダを製造する過程で副生される水素の一部が大気へ放出されているこ

とから、沖縄県内で水素ステーションを普及させるための水素製造施設、「つくる」段階として期待され

ている。 

地勢的観点からも中部域に在中し、南北に長い沖縄地域の中間位置であるため水素の配送拠点として他

の地域への水素配送も可能である。 

また、現在は一部使用しているが 67％を大気に放出している状況であり沖縄地域において最も可能性

がある水素エネルギーであり、現在の未利用水素発生量は、約 26 万 N ㎥/年（年ごとに変動あり）であ

り、水素ステーションが販売の際使用している単位 kg に換算すると、約 23,366 ㎏/年の未利用水素であ

る。これは、トヨタ自動車株式会社の新型 MIRAI 約 4000 台/年6の水素発生量となる。 

 

 

図 7.3 昭和化学工業株式会社 

出典：昭和化学工業株式会社 HP より抜粋 

 

・那覇、浦添近郊 

那覇浦添地域では、沖縄県の中でも人口密度が高く、多くの企業が密集しているため FCV の普及

が見込まれる。また、自家用車としての利用のみならず企業の社用車、レンタカー、シェアリングと

しての利用が想定される。 

また、ステーションの方式としては、水電気分解によるオンサイト型や昭和化学工業株式会社で発

 

6 新型 MIRAI 水素タンク最大容量 5.6 ㎏として計算、「23,366 ㎏÷5.6 ㎏＝4172.5 台」 
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生している未利用水素の利用を考慮したオフサイト型での 1 か所の運用が考えられる。しかし、FCV

の普及に伴って、２か所の設置も検討が必要。 

・おんなの駅（観光シャトルバス運用） 

 北部域での候補地としては、自家用 FCV を対象とした水素ステーションの設置は短期的には考え

にくいため、観光シャトルバスの FC バス化が候補として考えられる。現在、おんなの駅を拠点とし

て株式会社北部観光バスが北部域で無料シャトルバスを運行している。 

 水素の供給源としては、昭和化学工業株式会社の未利用水素を利用したオフサイト型水素ステー

ションが考えられ、那覇空港シャトルバスと同様に、水素利用量が一定で充填時間についてもスケジ

ュール管理することができ、自家用車向けのステーションに比べステーション運営面で有利である。 

 また、北部森林については世界遺産に登録されており、FC バスを利用することでより環境によい

運行が可能である。 

 

図 7.4 観光シャトルバス路線図 

出典：㈱北部観光バス HP より抜粋 
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7-2 沖縄地域における水素エネルギーの推定利用量に応じた設置数及び供給方法 

現状及び今後の展望を含めた沖縄地域における水素エネルギーの推定利用量を調査し、水素ステ

ーションの供給規模に応じた水素ステーション設置数及び供給方法を導き出す。 

 

7-2-1 沖縄地域における推定利用量 

数年間の水素利用方法としてはモビリティ用に限られると予想され、発電での利用等は考えにく

く、FCV、FC バス、FC フォークリフトが想定される。先進地（富山県）においても水素ステーショ

ン設立から約２年（令和２年３月）で FCV 普及台数が 50 台弱であり、沖縄地域でも短期的には、同

様に推移すると考えられる。以上のことを考慮して、50 台での推定利用量を算出する。 

 

環境省「水素サプライチェーン事業化 調査報告書」より自動車の平均走行距離 9,000 ㎞/年 

 

以上の式より年間約 3333 ㎏の水素利用が見込まれる。 

 

7-2-2 沖縄地域における推定利用量に応じた設置数 

推定利用量に応じた水素製造量の観点： 

沖縄地域での水素利用として、昭和化学工業株式会社での苛性ソーダ精製の際に発生する水素が

候補として考えられる。現在は一部使用しているが 67％を大気に放出している状況であり沖縄地域

において最も可能性がある水素エネルギーである。 

現在の未利用水素発生量は、約 26 万 N ㎥/年（年ごとに変動あり）であり、水素ステーションが

販売の際しようしている単位 kg に換算すると、約 23,366 ㎏/年の未利用水素である。 

7-2-1 で前述した沖縄地域での推定利用量（年間）は 3,333 ㎏で、昭和化学工業株式会社の未利用

水素が約 7 倍の量を発生しているため、水素製造量の観点での設置数に対しての決定は困難である。 

 

安定供給の観点： 

水素ステーションは、インフラにあたり 1 か所での水素製造については、年次点検（２週間程度）

や緊急時（トラブルや事故等）を考えると、安定供給の観点より沖縄本島最低２箇所以上の設置が求

められる。また、緊急時に備えて移動式水素ステーションの設置について今後検討が必要である。 

安定供給の観点より、つくる・はこぶ、ためる・つかう、それぞれで 2 箇所以上が必要である。 

 

経済的観点： 

  7-1-1 で前述したように、水素ステーションはビジネスモデルとしての運用が困難であり、推定

利用量からも短期的には経済性が見込めないため、最小限での設置が良いと考える。 

自動車の平均走行距離 9,000 ㎞/年 ÷ MIRAI カタログ燃費 135 ㎞/kg ×ＦＣＶ50 台 

＝推定利用量（年間）3333 ㎏/年 
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7-3 沖縄地域において最適な水素ステーション配置を検証し、設置に向けた方策 

7-3-1 沖縄地域において最適な水素ステーション配置 

選定した候補地と設置数をもとに、沖縄地域において最適な水素ステーション配置を検証し、設置

に向けた方策を提案する。 

7-1，7-2 で選定した候補地、地勢的観点、推定利用量、安定供給の観点、経済的観点より、中部に

1 か所、那覇浦添近郊に１か所の設置が適切であると考える。中部のステーションについては、昭和

化学工業株式会社の副生水素を利用しオンサイト型での運営、南部ステーションについては、小型水

電解装置を水素製造源とするオンサイトステーションまたは、中部での副生水素を利用したオフサ

イト型での運用が適切である。 

また、北部地域については、短期的な設置は適切でなく FCV の普及に合わせて設置の検討が必要

である。以下に、沖縄地域に３か所設置したイメージを示す。（図 7.1） 

 

・昭和化学工業近郊に 1 か所（副生水素利用による水素ステーション） 

・那覇浦添近郊に１か所（カードルによるオフサイト方式又は、電気分解によるオンサイト方式） 

・北部地域については、将来的に検討が必要。 

 

図 7.1 水素ステーション配置想定イメージ 
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7-3-2 昭和化学工業株式会社未利用水素の利用課題と運用例 

昭和化学工業株式会社の未利用水素の利用課題として以下のことが挙げられている。 

 

・平成 23 年 11 月に水素製造事業を廃止しており、現在有資格者の不在 

・製造設備及び保安距離に必要な敷地の確保 

・過去の事業の経験のある人材不足 

・未利用水素の出荷設備の整備・運営 

 

また、水素ステーションの運営については、昭和化学工業株式会社単独での設置・運営は困難であ

るため、今後プレイヤーとなる企業や自治体（沖縄県、うるま市）等で共同運営を行う必要がある。 

そして、未利用の利用にあたって、設備等の設置が必要であるが、どの程度の費用が必要かについ

ては検討が必要である。（図 7.2） 

 
図 7.2 未利用水素の共同運営イメージ 
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7-4 沖縄地域における水素ステーション設置に係る最適地調査まとめ 

 本調査について、全国の水素ステーションの実例、法律規制、必要資格、補助金制度、先進

地調査等を実施した。本調査の結論として、沖縄地域における水素ステーション最適地につい

ては、推定利用量の観点では、短期的な水素利用量として期待できず、その点で考慮する観点

からは外し、地勢的観点、経済的観点、安定供給の３点について考慮し最適地の候補を選出す

る。 

 

沖縄地域での水素ステーション最適地 

沖縄地域での水素ステーション最適地を提案するにあたって以下の３点について考慮する。

地勢的観点から、沖縄本島は、南北に長いため将来的な FCV 普及を考慮すると少なくとも北

部、中部、南部にそれぞれ 1 箇所が必要であるが、北部地域については、沖縄県人口（離島を

含む）の 8.8％であり、中部、南部（沖縄県人口の 85.5％）を優先して水素ステーション設置

が求められる。 

また、経済的観点からは、水素ステーション設置・運営にてビジネスモデルとしての運用が

困難であるため、短期的には中部域、南部域に一か所ずつの設置が望ましい。 

安定供給の観点については、年次点検（２週間程度）や緊急時（トラブルや事故等）を考え

ると２つ以上の製造方法、供給方法での運用が望ましい。 

上記地勢的３点、地勢的観点、経済的観点、安定供給の観点より短期的な最適地として中部

1 か所、南部 1 カ所である。上記のことより、短期的には中部、南部に１カ所ずつの設置を優

先とし、北部地域については FCV の普及や観光産業との連携を考えながら設置を検討する必

要がある。下記に沖縄地域での水素ステーション最適地マップを作成した。（図 7.3） 

 

 

図 7.3 沖縄地域での水素ステーション最適地マップ 

  



43 

 

未利用水素の活用に向けて 

 沖縄地域の水素ステーション設置に向けて、つくる（製造）をどのような方法で行うか

について最も優先して考えなければならない。沖縄地域の水素製造については、うるま市

を拠点とする、昭和化学工業株式会社の苛性ソーダを製造する過程で一部を大気に放出し

ている水素であり最も期待されている水素エネルギー供給源である。 

 その活用に向けては多くの課題があり、有資格者の不在、製造設備及び保安距離に必要

な敷地の確保、過去の水素事業の経験のある人材不足等がありこの課題を早急に解決する

必要がある。 

 さらに、以上の課題を解決して副生水素を利用可能になったとしても、出荷設備の運営

については、経済的観点からもビジネスモデルとしての運営は不可能であり、昭和化学工

業株式会社単独で行うことは考えられない、沖縄地域において今後水素に係る県内プレイ

ヤーが一体となり、ビジネスモデルとしてではなく、カーボンニュートラル等の環境や地

域振興の観点を重視した運用が必須である。（図 7.4） 

 

図 7.4 副生水素出荷設備の運用イメージ 

 

沖縄地域で今後取り組むべきこと 

 カーボンニュートラルに向け、短期的な水素の活用として期待されるモビリティ分野の

みでは、水素供給・利用に係る産業の経済性を確保することは難しい。このため、水素ス

テーションや FCV 等のモビリティを対象とした「自治体での補助金の創出」が必要であ

る。特に、沖縄地域での水素確保に向け、昭和化学工業株式会社における副生水素の出荷

設備の整備が急務となる。出荷施設の安定的な運用に向け、行政・業界の意識を統一し、

効率的な投資をすることが求められる。 

将来的に発電等での大規模な需要が起きることが予想され、安価で大量の水素輸入が考

えられ、モビリティ分野においても採算性が見込める。しかし、島しょ県沖縄において

は、日本本土の大都市圏に比べ、需要も限られる。水素社会の実現に向け、長期的には、

沖縄独自の輸送法などの供給面、防災施設での活用などの需要面など、水素の需給のバラ

ンスを図るため、官民一体となったシステムを構築することが必要である。 

 


